
『
道
ゆ
き
ぶ
り
』
の
世
界

出
　
一立

永
年
の
間
、

南
朝
の
実
質
的
な
指
導
者
の
地
位
に
あ
っ
た
北
畠
親

一房
が
、

六
十
二
歳
の
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
を
閉
じ
た
の
は
、

文
和
三

年

（
一
三
五
四
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

幕
府
の
内
証
に
乗
じ
て
、　

一

時
は
京
都
の
奪
回
に
成
功
し
た
南
朝
の
勢
い
も
、
こ
れ
と
符
節
を
合

わ
せ
る
か
の
よ
う
に
男
り
を
見
せ
は
じ
め
る
。

後
醍
醐
天
皇
の
時
代

か
ら
諸
皇
子
を
分
遣
し
、

経
営
に
努
め
て
き
た
地
方
拠
点
の
多
く
は

す
で
に
失
わ
れ
、

今
ま
た
畿
内
に
お
け
る
退
勢
も
決
定
的
な
も
の
と

な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、

た
だ

一
つ
南
朝
が
優
位
を
保

っ
て
い
た
の
が

九
州
で
あ
っ
た
。

延
元
元
年

（
一
三
三
六
）、
父
後
醍
醐
の
命
に
よ

り
征
西
大
将
軍
と
し
て
九
州
に
向
か
っ
た
懐
良
親
王
は
、

伊
子
の
忽

那
島
を
経
て
豊
後
に
渡
り
、
さ
ら
に
数
年
を
薩
摩
の
谷
山
氏
の
も
と

で
過
ご
し
た
の
ち
、
よ
う
や
く
正
平
三
年

（
一
三
四
八
）
に
至
っ
て

当
初
よ
り
頼
み
に
し
て
い
た
肥
後
の
菊
池
氏
の
本
拠
隈
部
城
に
入
っ

た
。
こ
の
間
に
要
し
た
歳
月
は
、

そ
の
ま
ま
当
該
地
域
に
お
け
る
南

朝
勢
力
の
苦
難
の
跡
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

懐
良
に
続
い
て

足
利
直
冬
が
肥
後
に
の
が
れ
て
き
た
頃
か
ら
、

情
勢
は
大
き
く
変
化

し
は
じ
め
る
。直

冬
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
九
州
三
分
の
形
勢
は
、

こ
の
地
域
特
有
の
領
主
間
の
利
害
対
立
と
も
か
ら
ガ
な
が
ら
複
雑
な

展
開
を
た
ど
つ
た
。

そ
し
て
数
年
の
抗
争
を
経
る
う
ち
に
、

直
冬
党

は
解
体
し
、

鎮
西
探
題

一
色
道
猷
も
長
門
に
追
わ
れ
、

九
州
北
部
は

懐
良

一
人
の
掌
中
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。

九
州
在
住
二
十
年
に
お
よ
ん
だ
道
猷
が
、

少
弐

。
大
友

・
島
津
氏

と
い
っ
た
独
立
性
の
強
い
守
護
勢
力
や
伝
統
的
な
土
着
家
族
た
ち
の

厚
い
壁
に
阻
ま
れ
、

つ
い
に
幕
府
軍
の
総
帥
ら
し
い
働
き
も
み
せ
ず

に
去
っ
て
い
っ
た
の
は
文
和
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
し

ば
ら
く
し
て
、後

任
の
鎮
西
探
題
に
は
斯
波
氏
経
が
任
じ
ら
れ
た
が
、

始
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豊
後
の
大
友
氏
以
外
に
め
ぼ
し
い
与
党
を
も
た
な
い
氏
経
で
は
、

九

州
経
営
の
実
を
あ
げ
る
こ
と
は
む
つ
か
し
く
、
そ
の
う
ち
に
菊
池
氏

に
追
わ
れ
て
こ
の
地
を
離
れ
た
。

次
に
探
題
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
渋

川
義
行
に
至
っ
て
は
、

備
後
の
辺
に
滞
留
し
た
ま
ま
九
州
の
地
を
踏

む
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
歴
代
の
探
題
派
遣
が
こ
と
ご
と
く
失
敗
に
帰
し
た
あ
と

を
受
け
て
、

新
た
に
九
州
探
題

（
了
俊
以
後
は
、
こ
の
呼
称
が

一
般

化
す
る
）
に
選
任
さ
れ
た
の
が
今
川
了
俊
で
あ
っ
た
。

失
わ
れ
た
幕

府
権
威
の
回
復
と
大
学
府
を
根
拠
地
に
全
盛
を
続
け
る
南
朝
勢
力
の

制
圧
、
こ
の
当
面
す
る
二
つ
の
課
題
に
立
ち
向
か
う
に
は
、

そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
力
量
の
人
物
を
起
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め

人
選
は
か
な
り
難
航
し
た
が
、

管
領
細
川
頼
之
の
推
薦
も
あ
っ
て
応

安
三
年

（
一
三
七
〇
）
六
月
こ
ろ
に
は
引
付
頭
人
の
今
川
了
俊
に
自

（
１
）

羽
の
矢
が
立
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、

了
俊
は
さ
っ
そ
く
九
州
下
向
の
準
備
に
と
り
か

か
っ
た
。

七
月

一
Ｂ
に
は
阿
蘇
惟
村
と
田
原
氏
能
に
充
て
て
西
下
の

（
２
）

こ
と
を
告
ザ
る
と
と
も
に
合
力
を
依
頼
し
て
お
り
、

十
月
二

十
七
日

付
の
書
状
で
は
宇
都
宮
経
景
に
も
同
様
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

了

俊
進
発
の
報
は
、

探
題
不
在
の
ま
ま
劣
勢
に
置
か
れ
て
い
た
幕
府
軍

を
奮
い
立
た
せ
、

九
州
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
了
俊
の
も
と
に
馳
参
す
る
者

も
相
次
い
法
屯

出
立
を

潤
近
に
ひ
か
え
北
応
安
四
年
正
月
に
も
、・

判

蘇
惟
村

・
都
甲
三
郎
四
郎

・
木
付
頼
直
ら
の
助
勢
を
求
め
る
な
ど
、

前
任
者
た
ち
の
撤
を
踏
ま
ぬ
よ
う
周
到
な
手
配
を
重
ね
つ
つ
、

了
俊

は
強
い
決
意
を
も

っ
て
二
月
二
十
日
の
早
暁
、

任
地
に
向
け
京
を
立

っ
た
の
で
あ
る
。

一
一　
行
　
程

紀
行
文
と
し
て

『
道
ゆ
き
ぶ
り
』
の
記
述
は
、

「
き
さ
ら
ぎ
廿
日
の
夜
ふ
か
く
」

京
を
出
立
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

そ
し
て
十

一
月
二
十
九
日
に

長
門
赤
間
関
に
到
り
、

九
州
渡
海
を
目
前
に
し
た
と
こ
ろ
で
終
わ
っ

て
い
る
。

十
力
月
余
を
要
し
た
西
下
の
旅
の
目
的
は
ヽ
数
次
に
わ
た

る
滞
留
の
事
実
が
示
す
と
お
り
、
あ
く
ま
で
も
軍
旅
を
整
え
る
こ
と

に
あ
っ
た
が
、

了
俊
の
筆
ゃつ

か
い
は
あ
た
か
も
そ
れ
を
覆
い
隠
す
か

の
よ
う
に
、

風
雅
な
紀
行
文
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。

本
節
で
は
そ

う
し
た
作
品
の
性
格
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、

了
俊
の
た
ど
っ
た
行
程
を

追
っ
て
み
た
い

（
図
１
参
照
）。

家
族
と
の
別
離
や
前
途
に
対
す
る
不
安
な
思
い
の
交
錯
す
る
な

か
、

京
を
立
っ
た
了
俊
は
西
国
街
道
を

一
路
西
へ
と
向
か
う
。

最
初

の
宿
駅
山
崎

（京
都
府
乙
訓
郡
大
山
崎
町
）
で
一
夜
を
過
ご
し
た
の

ち
、

摂
津
国
に
入
り
、

芥
川

（高
槻
市
芥
川
町
）
・
瀬
川

（箕
面
市

瀬
川
）
・
昆
陽
野

（
伊
丹
市
昆
陽
）
を
経
て
、

武
庫
の
山

（
西
宮
市

の
甲
山
）
に
到
る
。

そ
こ
で
地
元
の
人
か
ら

「
武
庫
」
の
地
名
が
い

神
功
皇
后
が
三
韓
よ
り
帰
国
し
た
際
に
甲
膏
を
埋

わ
挽
こ
と
に
出
来

す
る
と
の
話
を
聞
き
、

皇
后
の
故
事
を
思
い
起
し
て
、

そ
の
武
運
に

あ
や
か
る
べ
く
歌

一
首

（Ｔ
」
の
た
び
も
あ
ら
き
波
ぢ
の
さ
は
り
な
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く
猶
吹
を
く
れ
む
こ
の
出
風
し

を
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、

旅
立
ち

の
名
残
惜
し
い
気
持
ち
を

「
む
こ
の
浦
の
入
江
の
す
鳥
」
で
始
ま
る

万
葉
の
古
歌
に
か
け
て
、　

一
首

（「
む
こ
の
浦
の
入
江
の
す
鳥
い
か

に
し
て
た
つ
跡
に
し
も
と
ま
る
心
ぞ
し

に
詠
み
込
ん
で
い
る
。

打

出
浜

（
声
屋
市
打
出
町
）
を
過
ぎ
、

産
屋
の
里
で
は
か
つ
て
こ
の
地

に
住
ま
い
し
た
在
原
業
平
に
思
い
を
は
せ
な
が
ら
、

御
影
の
松
原

（
神
戸
市
東
灘
区
御
影
町
）
に
あ
る
北
野
官
に
請
で
て
歌

一
首
翁
君

が
た
め
く
ら
か
る
ま
じ
き
心
に
は
神
も
御
影
も
う
つ
さ
ゞ
ら
め
や
し

を
詠
ん
で
い
る
。

つ
い
で
生
田
川
の
ほ
と
り
に
あ
る
処
女
墓
に
ま
つ

わ
る
悲
話
を
回
想
し
つ
つ
、

湊
川

（
神
戸
市
兵
庫
区

・
中
央
区
）
に

着
い
た
。

翌
朝
、

京
か
ら
の
見
送
り
の
人
と
も
別
れ
を
告
げ
、

了
俊

の
旅
は
い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
本
格
的
に
始
ま
る
。

播
磨
路
を
行
く
了
俊
の
旅
情
を
慰
め
て
く
れ
た
の
は
、

名
所
旧
跡

の
数
々
で
あ
っ
た
。

須
磨

・
明
石
の
さ
り
げ
な
い
景
色
の
中
に

『
源

氏
物
語
』
の
世
界
を
し
の
び
、

間
近
に
見
え
る
淡
路
島
の
姿
に
心
を

動
か
し
、

万
葉
に
も
歌
わ
れ
た

「
印
南
野
の
浅
茅
」
に
寄
せ
唸
だ

一

首

（「
勅
な
れ
ば
囲
治
め
に
と
い
な
み
野
の
あ
さ
ぢ
の
道
も
迷
は
ざ

ら
な
ん
と

を
詠
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
清
水

・
金
ケ
崎

（
明
石
市
魚

住
町
）
を
過
ぎ
、

飾
磨
の
里

（
姫
路
市
）
に
到
る
。

そ
の
近
く
に
あ

る
石
塚
を
め
ぐ
る
奇
習
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
、

恋
の
九

（
龍
野
市
揖

西
町
小
犬
丸
）
と
い
う
地
名
か
ら
は
京
に
残
し
て
き
た
妻
の
こ
と
を

思
い
起
ン」
し
て
い
る
。

そ
う
す
る
う
ち
に
、

旅
は
吉
備
路

へ
と
移
っ
て
い
く
。

備
前
焼
の

生
産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
香
登
の
里

（備
前
市
）
を
通
り
抜
け
、

家

々
が
軒
を
連
ね
て
振
わ
い
た
つ
福
岡

（
岡
山
県
邑
久
郡
長
船
町
）
に

着
い
た
。

次
の
日
は
辛
川

（
岡
山
市
）
に
泊
り
、

翌
朝
に
は
歌
枕
と

し
て
も
名
高
い
吉
備
の
中
山
を
訪
れ
、

そ
の
東

・
西
の
麓
に
鎮
座
す

る
備
前

一
宮
の
吉
備
津
彦
神
社
と
備
中

一
官
の
吉
備
津
神
社
に
そ
れ

ぞ
れ
上
矢
を
奉
じ
た
の
ち
、

軽
部
川

・
勢
山
な
ど
を
越
え
て
矢
掛
の

里

（
小
田
郡
矢
掛
町
）
に
着
き
、

そ
こ
で
の
思
い
を

一
首

（「
も
の

の
ふ
の
猛
き
名
な
れ
ば
梓
弓
や
か
げ
に
誰
か
な
び
か
ざ
る
べ
き
じ

に
託
し
て
い
る
。

備
後
国
に
足
を
踏
み
入
れ
る
前
あ
た
り
か
ら
、　

一
見
す
る
と
文
事

風
韻
の
旅
か
と
見
紛
う
ほ
ど
の
筆
致
の
中
に
も
次
第
に
現
実
の
影
が

ち
ら
つ
き
始
め
る
。

そ
れ
は
こ
れ
か
ら
約
四
カ
月
近
く
も
、

尾
道
に

滞
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
と
深
ぐ
関
わ
っ
て
く
る
。

了
俊
の
旅
は
、

そ
の
行
程
の
半
ば
に
及
ん
で
よ
う
や
く
本
来
の
目
的
に
沿
っ
て
動
き

出
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

生
活
の
匂
い
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
尾

道
浦
の
描
写
に
も
、

歌
島

（
尾
道
市
向
東
町

・
御
調
郡
向
島
町
）
に

ま
つ
わ
る
伝
承
や
自
然
に
湧
き
出
る
歌
心
を
書
き
留
め
て
い
く
態
度

に
も
格
別
の
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
に
続
け
て
次

の
よ
う
な
述
懐
が
洩
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
過
ご
す
わ
け
に
は
い

か
な
い
。

さ
て
も
備
後
は
鏡
に
す
べ
き
文
も
す
く
な
く
、

た
ま
た
ま
し
み

の
す
み
か
よ
り
尋
い
で
た
る
国
文
も
、

そ
れ
を
し
る
べ
と
す
る

ほ
ど
の
こ
と
は
り
を
さ

へ
し
ら
ぬ
人
の
み
侍
れ
ば
、
を
ろ
か
な
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る
こ
ゝ
ろ
に
も
あ
ざ
む
か
れ
侍
る
か
な
。

か
べ
の
中
石
の
函
の

中
に
お
さ
め
け
る
世
も
か
ば
か
り
や
は
侍
る
べ
き
。

文
意
は
や
や
難
解
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

了
俊
が
い
く
ら
理

を
尽
く
し
て
誘
っ
て
も
、

備
後
の
国
人
領
主
た
ち
の
多
ぐ
は
な
か
な

か
そ
の
燿
下
に
馳
せ
参
じ
よ
う
と
し
な
い
。

い
た
ず
ら
に
時
を
費
や

す
ば
か
り
で
、　

一
向
に
日
算
が
立
た
な
い
こ
と

へ
の
苛
立
ち
、

我
々

は
そ
こ
に
初
め
て
了
俊
の
素
顔
を
垣
間
見
る
思
い
が
す
る
。

了
俊
は

（
１１
）

九
州
下
向
に
際
し
て
、
ま
ず
備
後
守
護
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。

彼

の
長
期
に
わ
た
る
備
後
滞
留
の
目
的
は
、

守
護
と
し
て
の
立
場
を
利

用
し
て
国
内
の
領
主
た
ち
の
動
員
工
作
を
行
，
こ
と
に
あ
っ
た
の
で

あ
り
、

四
方
月
と
い
う
期
間
は
そ
れ
が
必
ず
し
ヽ
順
調
に
運
ば
な
か

っ
た
こ
と
を
暗
に
物
語
っ
て
い
る
。

五
月
十
九
日
に
了
俊

一
行
は
尾
道
か
ら
安
芸
国
の
沼
田

（
豊
田
郡

本
郷
町
）
に
移
っ
た
。

途
中
の
吉
和

（
尾
道
市
吉
和
町
）
あ
た
り
で

夕
方
に
な
り
、

鯨
島

・
布
刈
の
浦
を
海
上
に
見
な
が
ら
糸
崎

（
三
原

市
糸
崎
町
）
に
到
る
と
、

向
か
い
は
千
潟
を
隔
て
て
因
島
で
あ
る
。

さ
ら
に
国
堺
を
過
ぎ
て
、

沼
田
川
の
河
日
近
く
に
到
着
す
る
こ
ろ
に

は
、

す
っ
か
り
日
は
暮
れ
落
ち
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
ま
た
三
カ
月
余

を
、

了
俊
は
こ
の
地
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
だ
け
に
沼
田
に

関
す
る
部
分
の
記
述
は
、

当
地
の
風
物
を
た
く
み
に
織
り
込
み
な
が

ら
了
俊
の
心
情
の
一
端
を
も
の
ぞ
か
せ
た
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

た
と
え
ば
、

次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

こ
の
所
は
寿
永
の
む
か
し
ま
で
は
海
の
底
に
て
侍
け
る
と
て
、

石
の
か
た
は
ら
な
ど
に
か
き
と
い
ふ
も
の
の
か
ら
う
ち
付
た
め

り
。

は
な
れ
た
る
山
ど
も
こ
ゝ
か
し
こ
に
し
げ
り
て
い
と
お
も

し

ろ

し
。

沼
田
川
下
流
域
の
三
原
市
沼
田
東
町

一
帯
は
、

「
沼
田
千
町
田
」

と
よ
ば
れ
る
広
大
な
水
田
地
帯
で
あ
る
が
、

か
つ
て
は
満
潮
に
な
る

と
海
水
が
入
り
、

千
潮
時
に
は
干
潟
を
形
成
す
る
塩
入
荒
野
で
あ
っ

た
。

そ
の
後
、

嘉
禎
四
年

（
一
二
三
八
）
に
沼
田
荘
地
頭
小
早
川
茂

（‐２
）

平
が
領
家
西
園
寺
氏
の
許
可
を
得
て
こ
の
地
の
千
拓
に
乗
り
出
し
、

塩
堤
を
築
く
こ
と
に
よ
り
そ
こ
を
新
田
に
変
え
て
い
っ
た
。

現
在
の

片
島

（
中
世
で
は
潟
島
と
書
く
）
と
い
ヶ
地
名
は
、

そ
う
し
た
入
海

当
時
の
干
潟
の
島
で
あ
っ
た
も
の
の
名
残
で
あ
る
が
、

右
の
記
述
で

も
そ
れ
ら
が
小
丘
陵
の
か
た
ち
を
と
っ
て
付
近
に
点
在
し
て
い
る
様

を
的
確
に
と
ら
え
て
い
る
。

ま
た
、

川
に
沿
っ
た
西
側
の
社
叢
の
中
に
あ
る
甑
天
神
は
、

菅
原

道
真
が
筑
紫
に
流
さ
れ
る
と
き
に
こ
の
地
で
用
い
た
甑
に
由
来
し
、

そ
の
傍
ら
に
は
道
真
が
自
ち
掘
り
出
し
た
と
伝
え
る
よ
い
清
水
が
あ

る
こ
と
を
聞
い
て
、

大
学
府
攻
略
に
向
か
う
我
が
身
と
の
浅
か
ら
ぬ

因
縁
に
思
い
を
い
た
し

一
首

（「
我
祈
る
た
の
み
も
こ
と
に
ま
し
水

の
浅
か
る
ま
じ
き
恵
み
を
ぞ
ま
つ
と

を
詠
ん
で
い
る
。

そ
の
並
び

に
ひ
っ
そ
り
と
立
つ
革
葺
の
堂

（
沼
田
城
跡
）
か
ら
は
、

か
つ
て
こ

こ
に
拠
っ
た
名
族
沼
田
氏
と
平
教
経
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
激
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戦
の
跡
を
し
の
棋
卍
南
方
に
鎮
座
す
る
男
山
八
幡
宮

（弁
海
神
社
）

に
は
武
運
を
祈
っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
心
に
神
の
加
護
を
願
い
つ
つ
、

七
夕
に
因
ん
で
七
首
の
歌
を
梶
の
葉
に
書
き
記
し
た
。

そ
れ
ら
は
「
つ

く
し
の
名
所
を
少
々
よ
み
入
侍
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、

七
夕
伝

説
に
こ
と
よ
せ
た
座
興
を
よ
そ
お
い
な
が
ら
、

実
は
今
後
の
具
体
的

な
戦
略
を
語
っ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る

（
た
と
え
ば
、

「
契
あ
り

て
秋
は
か
な
ら
ず
た
な
ば
た
の
松
浦
の
河
を
渡
る
べ
き
か
な
し
。
こ

う
し
た
直
哉
的
な
表
現
が
と
ら
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
了
俊
の
沼
田

滞
留
中
に
子
息
義
範
が
豊
後
高
崎
城
に
向
け
て
進
発
し
た
り
、

弟
頼

泰
が
肥
前
松
浦
に
赴
く
準
備
を
開
始
す
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
慎
重
に

練
ら
れ
て
き
た
作
戦
行
動
が
よ
う
や
く
こ
こ
に
き
て
実
施
に
移
さ

れ
、

九
州
で
の
戦
い
を
今
ま
さ
に
実
感
し
始
め
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

ス０
。八

月
二
十
九
日
に
沼
田
を
後
に
し
た
了
俊
は
、

小
野
竺
生
誕
の
地

と
伝
え
ら
れ
る
竹
林
寺
の
所
在
す
る
入
野

（
賀
茂
郡
河
内
町
）
を
過

ぎ
、

高
屋

（
東
広
島
市
高
屋
町
）
に
着
い
た
。

翌
日
は
木
々
の
色
ゃつ

き
始
め
た
大
山
峠

（
東
広
島
市
八
本
松
町
宗
吉
）
を
越
え
て
、

瀬
野

（
広
島
市
安
芸
区
瀬
野
川
町
）
を
通
り
海
田
浦

（
安
芸
郡
海
田
町
）

に
到
る
。
こ
こ
に
二
十
日
ば
か
り
留
ま
っ
た
の
ち
、

九
月
十
九
日
の

有
明
の
月
と
と
も
に
広
島
湾
の
干
潟
を
横
切
り
佐
西
浦
（
十
日
市
市
）

に
着
い
た
。

翌
二
十
日
は
厳
島
に
参
詣
す
る
。

回
廊
や
鳥
居
の
海
中

に
浮
か
ぶ
姿
、

入
江
や
浦
々
の
た
た
ず
ま
い
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る

う
ち
に
、

夕
暮
れ
が
迫
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
御
前
の
浜
に
漕
ぎ
だ
し

て
、
こ
の
日
の
た
め
に
京
か
ら
持
参
し
て
き
た
仏
舎
利
二
粒
を
海
に

投
じ
、

所
願
成
就
の
祈
り
を
棒
げ
た
。

荘
厳
さ
を
た
た
え
た
厳
島
神

社
の
姿
に
あ
ら
た
な
感
動
を
覚
え
つ
つ
佐
西
浦
に
帰
り
着
い
た
。

二
十

一
日
の
朝
早
く
佐
西
浦
を
出
発
し
て
、

地
御
前
神
社

（
廿
日

市
市
）
の
西
干
潟
か
ら
山
路
に
分
け
入
り
、
し
ば
ら
く
行
く
と
大
野

山
中

（
佐
伯
郡
大
野
町
）
に
着
い
た
。

そ
こ
か
功
山
た
千
つ

て
大
野

浦
に
出
る
と
、

沖
合
に
は
今
朝
佐
西
浦
を
出
帆
し
た

「
友
の
大
船
ど

も
」
の
姿
が
見
え
た
。
了
俊
に
随
行
し
て
き
た
九
州
の
諸
家
族
た
ち

の
乗
る
軍
船
と
思
わ
れ
る
が
、

「
道
ゆ
き
ぶ
り
』
の
中
で
は
珍
し
い
、

軍
勢
の
動
き
に
つ
い
て
触
れ
た
部
分
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
ふ
た
た
び

山
路
に
入
り
、

津
葉

（
大
竹
市
玖
波
町
）

・
黒
河

（
同
黒
川
町
）
を

経
て
、

周
防
と
の
国
堺
で
あ
る
大
谷

（
大
滝
川
、

現
在
の
小
瀬
川
の

こ
と
か
）
を
過
ぎ
、

そ
の
日
は
多
田

（
岩
国
市
大
字
多
田
）
に
泊
ま

っ
た
。

翌
二
十
二
日
は

『
万
葉
集
』
に

「
周
防
な
る
磐
国
山
を
越
え
む
日

は
手
向
よ
く
せ
よ
荒
し
そ
の
道
」
（
巻
四
―
五
六
七
）
と
歌
わ
れ
た
、

山
陽
道
の
難
所
の
一
つ
岩
国
山

（
現
在
の
欽
明
路
峠
）
を
越
え
て
海

老
坂

（
山
口
県
熊
毛
郡
熊
毛
町
呼
坂
）
の
寺
に
泊
ま
る
。

そ
し
て
二

十
三
日
に
は
、

遠
石
八
幡
宮

（徳
山
市
）
に
詣
で
て
上
矢
を
奉
じ
、

夕
暮
れ
時
に
富
田
浦

（新
南
陽
市
大
字
富
田
）
に
着
い
た
。

・二
十
四
日
は
周
防
国
府

（防
府
市
）
ま
で
の
行
程
で
あ
る
。

出
陽

道
は
富
田
か
ら
し
ば
ら
く
山
路
を
と
る
が
、

今
で
も
椿
峠

（徳
山
市

大
字
戸
田
）
の
頂
上
付
近
に
立
つ
と
急
に
視
界
が
開
け
て
い
く
の
に
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驚
か
さ
れ
る
。

眼
下
に
広
が
る
瀬
戸
内
海
の
眺
め
は
、

周
囲
に
島
影

が
な
い
せ
い
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
ど
こ
か
違
っ
た
感
じ
を
抱

か
せ
る
。

そ
こ
か
ら
目
を
遠
く
に
や
る
と
、

豊
後
国
の
嶺
々
を
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
景
色
を
了
俊
も
ま
た
感
慨
深
げ
に
見
入

っ
て
い
る
。

道
の
ほ
ど
も
南
は
う
す
み
い
で
た
る
す
ゑ
に
嶺
ど
も
の
墨
絵
に

か
き
た
る
や
う
に
み
え
た
る
。

そ
の
ふ
も
と
に
大
な
る
島
は
、

姫
島
と
て
豊
後
の
国
な
る
べ
し
。

高
崎
の
城
な
ど
い
ふ
も
雲
ゐ

は
る
か
に
う
ち
か
す
み
つ
ゝ
み
え
た
り
。

か
の
す
み
所
な
ど
思

ひ
や
ら
ぬ
に
し
も
侍
ら
ず
。

そ
こ
に
姫
島
と
あ
る
の
は
国
東
半
島
の
北
部
四
ｋｍ
の
海
上
に
浮
か

ぶ
小
島
の
こ
と
で
あ
り
、

一局
崎
城
と
は
高
崎
山
（
大
分
市
大
字
神
崎
）

の
出
頂
近
く
に
築
か
れ
た
城
を
指
す
。

姫
島
は
と
も
か
く
、

別
府
湾

の
内
懐
に
あ
る
高
崎
城
が
実
際
に
見
通
せ
る
は
ず
は
な
い
。

に
も
か

か
わ
ら
ず
、

そ
れ
が
見
え
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ひ
と
え
に
心

眼
の
な
せ
る
わ
ざ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
か
の
す
み
所
な
ど
思
ひ
や

ら
ぬ
に
し
も
侍
ら
ず
」
と
の
熱
い
思
い
が
、

幻
の
城
を
了
俊
の
目
蓋

に
焼
き
付
け
た
の
で
あ
る
。

そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
い
こ
う
。

了
俊
が

立
て
た
九
州
経
路
の
方
針
と
は
、

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
。

懐
良
親
王
や
菊
池
武
光
ら
の
守
る
征
西
府
の
所
在
地
大
学
府
を

攻
撃
占
領
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
子
息
義
範
を
東
方
豊
後
に
派
遣
し

て
大
友
氏
と
と
も
に
菊
池
氏
の
背
後
を
窺
わ
せ
、

つ
い
で
弟
頼
泰
を

西
方
肥
前
に
配
し
て
松
浦
党
と
結
び
大
学
府
を
攻
略
さ
せ
る
。

そ
し

て
自
ら
は
中
央
豊
前
を
進
入
路
に
選
び
、

三
方
面
か
ら
大
学
府
を
攻

撃
し

一
挙
に
こ
れ
を
抜
ぐ
と
い
う
計
画
で
あ
る
。
こ
う
し
た
戦
略
構

想
の
中
で
、
了
俊
の
豊
前
進
入
路
を
確
保
す
る
た
め
の
キ
ー
ポ
イ
ン

ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が
高
崎
城
を
め
ぐ
る
攻
防
で
あ

っ

た
。

了
俊
が
沼
田
に
滞
留
中
の
六
月
二
十
六
日
、

義
範
は
豊
後

・
豊

前
の
軍
勢
と
と
も
に
高
崎
城
に
向
け
て
海
路
尾
道
を
発
ち
、

七
月
二

日
夜
に
入
城
を
呆
た
し
て
い
る
。

義
範
勢
は
七
月
二
十
三
日
に
菊
池

武
光
の
若
党
平
賀
新
左
衛
問
尉
が
構
え
る
国
東
郷
の
要
害
を
攻
め
落

と
し
た
が
、

そ
の
報
を
聞
い
て
武
光
の
子
息
菊
池
武
政
が
急
返
豊
後

国
に
救
援
に
出
向
い
て
い
る
。
さ
ら
に
八
月
六
日
に
は
武
光
自
ら
が

伊
倉
宮
を
奉
じ
て
高
崎
城
に
攻
め
寄
せ
、

以
後
翌
年
の
正
月
二
日
ま

で
の
間
に
百
余
度
も
の
交
戦
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

義
範
は

了
俊
の
九
州
渡
海
ま
で
な
ん
と
か
こ
の
城
を
持
ち
こ
た
え
た
が
、

そ

れ
は
ま
さ
に
死
力
を
尽
く
し
た
戦
い
で
あ
っ
た
。

「
か
の
す
み
所
な

ど
思
ひ
や
ら
ぬ
に
し
も
侍
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
に
は
ヽ
雲
居
は
る
か

彼
方
に
あ
る
息
子
の
安
否
を
気
づ
か
う
父
親
の
情
が
こ
め
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

椿
峠
を
下
っ
た
と
こ
ろ
を
富
海

（
防
府
市
大
字
富
海
）
と
い
う
。

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
橘
坂

（
現
在
の
浮
野
峠
）
を
越
え
て
周
防
国
府
に

入
る
。

土
居
八
町
と
よ
ば
れ
た
国
府
域
は
も
と
も
と
国
衝
を
中
心
に

発
達
し
て
き
た
が
、
こ
の
当
時
に
は
天
神
山
の
南
麓
に
鎮
座
す
る
松

崎
天
神
と
社
前
に
開
け
た
宮
市
の
方
に
そ
の
娠
わ
い
を
移
し
、
明
ら
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か
に
中
世
都
市
と
し
て
の
相
貌
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た

三
田
尻
の
湊
に
は
多
く
の
舟
が
出
入
し
、
桑
山
か
ら
鞠
生
松
原
に
か

け
て
は
景
勝
地
が
広
が
り
、

付
近
の
潟
浜
で
は
塩
焼
き
も
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
た
。

周
防
国
府
で
過
ご
し
た
十
日
余
の
間
に
、

大
内
氏
の
協
力
を
取
り

付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
了
俊
は
、

満
ち
足
り
た
思
い
で
十
月
七
計

に
そ
こ
を
出
発
し
た
。

わ
ず
か
半
月
ほ
ど
前
に
は
、

富
海
を
見
て
「
此

海
づ
ら
は
な
み
い
と
た
か
し
、

是
よ
り
外
の
海
に
な
り
ぬ
と
ぞ
申
め

る
」
と
心
の
内
の
不
安
を
隠
せ
な
か
っ
た
了
俊
が
、

今
は

「
あ
し
べ

の
た
づ
の
明
ぬ
と
な
く
こ
ゑ
」
を
の
ど
か
に
聞
き
、

「
梅
や
さ
く
ら

の
と
き
な
ら
ぬ
花
」
の
咲
き
競
う
の
を
面
白
く
眺
め
つ
つ
、

佐
波
川

河
日
の
干
潟
の
路
を
往
く
の
で
あ
る
。

大
前
浜
（防
府
市
大
字
大
崎
）

・
田
島

（
同
大
宇
田
島
）
か
ら
岩
淵

（
同
大
字
台
道
）
を
経
て
、

権

野
川
河
口
に
あ
る
名
田
島
（
山
田
市
大
字
名
田
島
）
の
干
潟
を
通
り
、

対
岸
の
香
河

（
同
大
字
嘉
川
）
に
着
い
た
。

八
日
は
雨
の
中
、

「
小
夜
の
中
山
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な

山
路
を
越
え
て
厚
狭
の
郡

（
厚
狭
郡
山
陽
町
大
字
郡
）
に
到
り
、

板

垣
の
城
の
傍
に
あ
る
寺
に
泊
ま
っ
た
。

翌
九
日
は
霰
混
じ
り
の
雨
が

途
中
か
ら
雪
に
変
わ
る
と
い
う
悪
天
候
を
つ
い
て
、

埴
生

（
山
陽
町

大
字
埴
生
）
・
う
す
は
潟

（
下
関
市
大
字
宇
津
丼
）
。
小
島

（
同
大

字
小
月
町
）
と
打
ち
過
ぎ
、

今
回
の
旅
の
目
的
地
に
ほ
ど
近
い
長
門

国
府

（
同
大
字
豊
浦
村
）
に
入
っ
た
。

そ
し
て
了
俊
は
、

ニ
カ
月
余

を
こ
の
国
府
付
近
に
留
ま
っ
て
い
る
。

九
州
の
地
を
指
呼
の
間
に
臨
み
な
が
ら
、

滞
留
が
長
引
く
結
果
と

な
っ
た
の
は
、

最
終
的
な
陣
立
に
思
わ
ぬ
時
間
を
要
し
た
こ
と
に
あ

る
。
と
く
に
肥
前
松
浦
に
向
か
う
予
定
の
頼
泰
の
軍
船
が
、

順
風
を

待
ち
わ
び
当
地
で
足
踏
み
を
続
け
て
い
た
こ
と
は
、

そ
れ
が
戦
局
全

体
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
だ
け
に
了
俊
の
悩
み
も
大
き
か

っ
た
。

そ
し
て
、

神
功
皇
后
ゆ
か
り
の
忌
宮
神
社
や
長
門
国

一
宮
の

住
吉
神
社
に
歌
を
奉
り
、

ひ
た
す
ら
そ
の
効
験
を
念
じ
る
う
ち
に
、

十

一
月
十
八
日
に
至
っ
て
よ
う
や
く
願
意
が
届
き
、

折
か
ら
の
東
風

に
乗
っ
て
福
浦
島

（
同
彦
島
福
浦
町
）
に
停
泊
中
の
松
浦
船
が
出
帆

し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
に
松
浦
か
ら
や
っ
て
き
た
使
僧
た
ち
の
話

に
よ
れ
ば
、

あ
ま
り
に
船
の
到
着
が
遅
い
た
め
に
、

現
地
の
人
び
と

の
苛
立
ち
は
極
限
に
達
し
ヽ
「
心
ご
こ
ろ
の
議
定
」
を
す
る
者
も
出

始
め
て
い
た
と
い
う
。
ま
さ
し
く

「
ひ
と

へ
に
松
浦
の
い
く
さ
の
さ

だ
め
を
又
あ
ら
た
め
さ
せ
じ
と
神
々
の
は
か
ら
は
せ
給
け
る
な
る
べ

し
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
と
お
り
の
際
ど
さ
で
あ
っ
た
。

了
俊
も
自
ら
の
渡
海
準
備
の
た
め
、

十

一
月
二
十
九
日
に
国
府
を

出
て
赤
間
関
に
移
っ
た
。

そ
れ
ま
で
心
に
懸
か
っ
て
い
た
頼
泰
の
船

出
を
見
届
け
た
後
だ
け
に
、

そ
こ
で
の
見
聞
を
も
と
に
し
な
が
ら
、

早
輌
の
瀬
戸
に
ま
つ
わ
る
伝
承
、

阿
弥
陀
寺

（
現
在
の
赤
間
神
官
）

の
謂
わ
れ
、

師
走
を
彩
る
忌
宮
神
社
の
御
斎
祭
や
門
司
和
布
刈
神
社

の
神
事
の
こ
と
な
ど
を
書
き
留
め
る
了
俊
の
態
度
に
は
、

ま
た
い
つ

も
の
余
裕
が
感
じ
ら
れ
る
。

そ
し
て

『
道
ゆ
き
ぶ
り
』
の
本
文
は
、

「
も
し
其
比

（筆
者
注
、

師
走
晦
日
の
和
布
刈
神
事
）
ま
で
此
と
こ
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ろ
に
侍
ら
ば
、夕

行
す
ゑ
の
物
語
に
も
し
侍
て
ま
し
」
と
い
う

一
文
で

幕
を
閉
じ
る
。

実
際
に
了
俊
が
門
司
赤
坂
陣
に
向
け
て
発

っ
た
の
は

十
二
月
十
九
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

〓
一　
軍
　
略

裏
面
史
を
探
る

土
地
土
地
の
勝
景
を
愛
で
な
が
ら
、歴

史
や
伝
承
に
思
い
を
は
せ
、

習
俗
に
関
心
を
寄
せ
、
ま
た
時
ど
き
の
感
慨
を
歌
に
託
し
て
詠
み
込

む
。

そ
う
し
た

「
道
ゆ
き
ぶ
り
』
の
記
述
と
も
あ
い
ま
っ
て
、

応
安

四
年

（
一
三
七

一
）
の
九

一
年
近
く
を
か
け
て
山
陽
路
を
下
っ
て
い

く
了
俊
の
旅
は
、

傍
目
に
は
ま
こ
と
に
悠
然
と
し
た
も
の
に
映
る
。

し
か
し
、

二
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
当
代

一
流
の
教
養
人
今
川
了

俊
の
面
目
を
遺
憾
な
く
伝
え
る
こ
の
紀
行
文
に
は
、
同
時
に
重
任
を

負
っ
て
戦
場
に
向
か
う
武
将
了
俊
の
素
顔
も
見
え
隠
れ
し
て
お
り
、

そ
こ
で
の
心
の
揺
れ
が
逆
に
作
品
の
奥
行
を
深
め
る
こ
と
に
も
な
っ

て
い
る
。

本
節
で
は
、

作
品
上
に
は
あ
ま
り
現
れ
な
い
了
俊
の
軍
略

の
面
に
焦
点
を
当
て
、

い
わ
ば

『
道
ゆ
き
ぶ
り
』
の
豪
面
史
と
い
っ

た
も
の
を
探
っ
て
み
た
い
。

了
俊
の
た
ど
っ
た
行
程
を
見
て
、
ま
ず
気
が
つ
く
こ
と
は
、

尾
道

・
沼
田

。
海
田

・
周
防
国
府

。
長
門
国
府

・
赤
間
関
と
、

数
次
に
わ

た
り
長
期
滞
在
を
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。　

一
口
に
長
期
と
い
っ
て

も
、

尾
道
の
よ
う
に
約
四
カ
月
に
及
ぶ
も
の
か
ら
、

周
防
国
府
の
よ

う
に
十
数
日
の
も
の
ま
で
、
日
数
に
は
か
な
り
の
幅
が
あ
る
が
、

そ

れ
ぞ
れ
に
固
有
の
軍
事
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。

そ
の
あ
た
り
の
と
こ
ろ
を
具
体
的
に
述
べ
て
み
よ
う
。

了
俊
が
京
を
立
つ
と
き
か
ら
、

最
初
の
目
的
地
と
定
め
て
い
た
の

が
尾
道
で
あ
っ
た
。

尾
道
に
到
着
し
た
の
は
遅
く
て
も
二
月
の
末
、

そ
こ
か
ら
沼
田
に
移
っ
た
の
が
五
月
十
九
日
。
と
い
う
こ
と
は
、

関

二
月
を
入
れ
る
と
、

実
に
四
カ
月
近
く
を
こ
の
地
で
過
ご
し
た
こ
と

に
な
る
。

尾
道
滞
留
中
の
行
動
が
、

い
か
に
今
回
の
旅
の
重
要
な
カ

ギ
を
握
っ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
行
動
と
は
、
国

内
の
領
主
の
動
員
工
作
を
指
す
こ
と
は
二
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
が
、

そ
れ
が
備
後
国
内
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
こ
を
拠
点
と
し

て
安
芸
国
に
及
ん
で
い
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、

次
に
掲
げ
る
史
料
を
見
て
み
よ
う
。

営
囲
墓
州
守
護
職
被
仰
付
候
之
間
、

近
日
可
罷
越
候
之
庭
、

三

吉
式
部
入
道
違
背
御
教
書
候
之
間
、

致
其
沙
汰
候
、

庶
子

一
族

有
御
同
道
、

御
出
備
後
杭
庄
候
者
、

本
意
候
、

諸
事
可
申
談
候

之
間
、

如
此
申
侯
、
同
候
者
、

無
延
引
急
速
御
渡
候
者
ヽ
悦
入

候
、

恐
々
謹
言
、

卯
月
十
六
日
　
　
　
　
了
俊

（花
押
）

熊
谷
彦
四
郎
入
道
殿

こ
の
文
書
は
、

尾
道
滞
留
中
の
了
俊
が
三
入
荘
の
熊
谷
彦
四
郎
入

道

（直
氏
）
に
充
て
て
、

安
芸
守
護
職
に
補
せ
ら
れ
近
々
入
国
の
予

定
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
、

つ
い
て
は
談
合
の
た
め
と
り
急
ぎ
備
後
杭

荘
ま
で
出
向
す
る
よ
う
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

二
月
の
下
向
に
際
し
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て
芸
備
両
国
の
守
護
職
を
与
え
ら
れ
た
了
俊
は
、

備
後
入
り
と
同
時

に
安
芸
国
も
含
め
て
活
発
な
軍
勢
催
促
の
手
配
を
開
始
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、

そ
こ
の
史
料
で
も
三
吉
式
部
入
道

（
道
秀
）
が
呼
び

掛
け
に
応
じ
て
い
な
い
よ
う
に
、

必
ず
し
も
了
俊
の
思
惑
ど
お
り
に

事
は
運
ば
な
か
っ
た
。

ち
な
み
に
道
秀
は
、

了
俊
に
随

っ
て
九
州
在

陣
中
の
山
内
通
忠
の
隙
を
窺
い
、

そ
の
本
領
地
吐
荘
に
乱
入
す
る
な

（
Ｗ
）

ど
、
以
後
も
抵
抗
姿
勢
を
と
り
続
け
て
い
る
。
ま
た
熊
谷
直
氏
に
し

て
も
、
の
ち
に
了
俊
に
よ
っ
て
彼
の
所
領
が
開
所
と
さ
れ
、

熊
谷
宗

直
に
兵
根
料
所
と
し
て
預
け
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
さ

き
の
招
き
に
対
し
素
直
に
応
じ
た
と
は
考
え
が
た
い
。

了
俊
が

「
み

だ
れ
た
る
世
」
と
概
嘆
す
る
の
も
、
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
な
こ
と
で

あ
っ
た
。

一
方
、

芸
備
両
国
の
領
主
の
側
に
も
、

簡
単
に
了
俊
の
動
員
命
令

に
服
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
事
情
が
あ
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
応
安
四

年
の
こ
ろ
と
い
え
ば
、

永
ら
く
こ
の
地
方
に
勢
力
を
張
っ
て
い
た
直

冬
党
が
解
体
し
、

天
下
三
分
の
形
勢
に
よ
る
権
力
の
深
刻
な
分
裂
状

況
に
も
よ
う
や
く
修
復
の
兆
し
が
見
え
は
じ
め
る
時
期
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
合
戦
に
明
け
暮
れ
て
い
た
芸
備
の
領
主
た
ち
は
、
こ
の
あ

た
り
で
じ
っ
く
，
腰
を
据
え
て
在
地
支
配
の
脆
弱
さ
を
克
服
し
、

ま

た
近
隣
の
領
主
と
の
抗
争
に
備
え
つ
つ
、

国
人
領
主
と
し
て
の
自
立

を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、

彼
ら
の
多
く
は

「
遼
遠
渡

海
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
了
俊
の
供
奉
命
令
に
強
い
抵
抗
を
示
し
た

の
で
あ
る
。

者
心
の
末
に
芸
備
国
人
領
主
の
動
員
工
作
に
な
ん
と
か
目
処
を

つ

け
た
了
俊
は
、

尾
道
か
ら
わ
ず
か

一
日
の
行
程
に
す
ぎ
な
い
安
芸
国

の
沼
田
に
居
を
移
す
。

そ
こ
で
の
三
カ
月
余

（
五
月
十
九
日
～
八
月

二
十
九
日
）
は
、

了
俊
の
立
て
た
九
州
攻
略
方
針
に
沿

っ
て
軍
事
行

動
が
開
始
さ
れ
る
時
期
に
あ
た
っ
て
い
た
。

子
息
義
範
が
田
原
氏
範

ら
と
と
も
に
豊
後
高
崎
城
に
向
け
て
尾
道
よ
り
乗
船
し
た
の
は
六
月

二
十
六
日
の
こ
と
で
あ
り
、

肥
前
松
浦
に
向
か
う
予
定
の
弟
頼
泰
が

渡
海
準
備
の
た
め
赤
間
関
に
下

っ
た
の
も
や
は
り
こ
の
こ
ろ
で
あ

（
２‐
）

る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
了
俊
の
目
は
九
州
に
と
が

れ
る
。

義
範
の
出
発
に
際
し
阿
蘇
惟
村
に
合
力
を
依
頼
し
て
い
る
の

を
始
め
と
し
て
、

肥
前
の
斑
島
女
地
頭
や
豊
前
の
愛
智
義
成

。
宇
都

宮
経
景
の
忠
節
を
褒
し
、

大
友
氏
の
一
族
戸
次
直
光
に
は
彼
の
希
望

す
る
筑
後
守
護
の
補
任
を
幕
府
に
吹
挙
す
べ
き
を
約
し
て
い
る
。

後

方
か
ら
九
州
の
戦
況
を
見
や
り
な
が
ら
、

軍
勢
の
配
備
を
す
す
め
、

作
戦
遂
行
に
必
要
な
布
石
を
打
っ
て
い
く
、

そ
れ
が
沼
田
滞
留
中
の

了
俊
に
課
せ
ら
れ
た
仕
事
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
の
了
俊
の
関
心
事
を
も
う

一
つ
挙
げ
る
な

ら
、

そ
れ
は
造
果
保

（
東
広
島
市
高
屋
町
造
賀
）
を
め
ぐ
る
小
早
川

宗
平
と
厳
島
了
親
と
の
争
い
に
代
表
さ
れ
る
安
芸
国
内
の
動
き
で
あ

ろ
う
。

そ
こ
で
の
抗
争
の
経
緯
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

造
果
保
は
建
武
三
年

（
一
三
三
六
）
五
月
、

再
挙

涼
靴
中
の
足
利
尊
氏
に
よ
り
厳
島
社

北
営
料
所
と
し
て
有
進
さ
れ
た

が
、

文
和
三
年

（
一
三
五
四
）
に
足
利
義
詮
が
勲
功
の
賞
と
し
て
そ
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れ
を
小
早
川
氏
平
に
預
け
置
い
た
こ
と
か
ら
、

領
有
を
め
ぐ
っ
て
相

論
が
持
ち
上
が
っ
た
。

そ
し
て
応
安
元
年

（
一
三
六
八
）
ご
ろ
に
な

る
と
、

大
内
弘
世
と
結
ん
だ
了
親
が
武
力
攻
勢
に
転
じ
、

普
浩

（
氏

平
）
や
子
息
宗
平
の
た
び
重
な
る
訴
え
に
よ
り
幕
府
の
裁
定
も
下
さ

れ
た
が
、

容
易
に
決
着
は
つ
か
な
か
っ
た
。

そ
こ
に
は
、

守
護
武
田

氏
と
有
力
国
人
小
早
川
氏
の
永
年
に
わ
た
る
反
日
、

安
芸
国

へ
の
進

出
を
窺
う
大
内
氏
と
厳
島
神
主
家
の
連
携
と
い
っ
た
、窮

鞍
芸
国
内
の

新
旧
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
絡
み
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
了

俊
自
身
も
引
付
頭

誤
花
れ
て
造
果
保
に
関
す
る
幕
府
裁
定
の
施
行
を

行
っ
た
こ
と
が
あ
り
、

沼
田
か
ら
も
近
く
、
日
下
そ
の
編
成
に
腐
心

し
て
い
る
安
芸
国
人
領
主
ど
う
し
の
争
い
と
も
な
れ
ば
、
当
然
見
過

ご
し
に
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

了
俊
は
安
芸
国
で
も
う

一
カ
所
、

海
田
に
二
十
日
間

（
八
月
三
十

日
～
九
月
十
九
日
）
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
滞
留
が
い
っ
た
い
何
を

意
味
す
る
の
か
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
史
料
か
ら
は
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
ち
お
う
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
が

国
府
や
守
護
所
に
近
い
安
芸
国
の
中
心
部
で
あ
る
こ
と
、そ
れ
と
「今

朝

（筆
者
注
、
九
月
二
十
一
日
）
さ
ゝ
い
の
浦
を
い
で
つ
る
友
の
大

船
ど
も
」
と
あ
る
よ
う
に
、
軍
船
の
出
発
時
期
を
う
か
が
っ
て
い
た

こ
と
な
ど
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

次
が
周
防
国
府
に
お
け
る
滞
留

（
九
月
二
十
四
日
～
十

丹
七
日
）
と
な
る
。
こ
こ
で
の
最
大
の
目
的
は
、

大
内
氏
の
協
力
を

求
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ア」
の
当
時
の
大
内
氏
は
弘
世
の
代
で
あ
り
、

正
平
十
八
年

（
一
三
六
三
）
に
将
軍
足
利
義
詮
よ
り
防
長
両
国
の
守

護
職
補
任
の
約
束
を
と
り
つ
け
、

幕
府
方
に
転
じ
て
い
た
。

地
理
的

な
位
置
関
係
か
ら
い
っ
て
、

大
内
氏
は
九
州
に
依
然
根
強
い
勢
力
を

有
し
た
南
朝
方
に
対
抗
す
る
幕
府
方
の
最
前
線
と
し
て
重
要
な
役
ど

こ
ろ
を
負
っ
た
が
、

そ
の
勢
い
に
押
ざ
れ
て
し
ば
ら
く
は
石
見

・
安

芸
方
面
の
経
略
に
力
を
向
け
て
い
た
。
こ
の
た
び
の
了
俊
に
よ
る
九

州
鎮
定
構
想
の
成
否
は
、
あ
る
意
味
で
大
内
氏
の
協
力
如
何
に
か
か

っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
。

約
半
月
に
わ
た
る
国

府
滞
在
期
間
中
、
了
俊
は
弘
世
に
援
を
請
い
、

頼
泰
の
娘
と
弘
世
の

子
息
義
弘
の
婚
儀
を
と

立
物
え
、

義
弘
は
四
千
の
兵
と
と
も
に
了
俊

に
随
逐
す
る
こ
と
に
な
る
。

長
門
国
で
過
ご
し
た
ニ
カ
月
余
は
、

最
終
的
な
軍
勢
の
配
備
と
自

ら
の
渡
海
準
備
に
要
し
た
時
間
で
あ
っ
た
。
国
府
滞
在
中

（
十
月
九

日
～
十

一
月
二
十
九
日
）
に
は
延
び
延
び
に
な
っ
て
い
た
頼
泰
の
肥

前
松
浦

へ
の
出
発
を
見
届
け
、

赤
間
関

へ
移
っ
て
か
ら
は
芸
備
国
人

領
主
ら
の
集
結
を
待
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
調
え
て
い
た
軍
船
に
分
乗

し
、

十
二
月
十
九
日
に
門
司
赤
坂
の
陣
に
向
け
て
押
し
渡
っ
た
の
で

（
３‐
）

あ

る
。

四
　
波
　
紋

地
域
の
視
座
か
ら

京
を
出
立
し
て
か
ら
渡
海
ま
で
の
間
に

一
年
近
く
も
か
け
た
了
俊

で
あ
る
が
、
い
っ
た
ん
九
州
の
地
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、

そ
れ
ま
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で
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
果
断
な
動
き
を
示
し
、

応
安
五
年

（
一
三

七
二
）
八
月
に
は
征
西
府
の
根
拠
地
大
学
府
を
陥
落
さ
せ
る
な
ど
、

着
々
と
九
州
経
路
の
実
を
挙
げ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
は
菊

池
氏
の
頑
強
な
抵
抗
に
遭
っ
て
、

筑
後

・
肥
後
あ
た
り
で
一
進

一
退

の
攻
防
を
繰
り
返
し
、

合
戦
は
次
第
に
長
期
化
の
様
相
を
帯
び
る
よ

う
に
な
っ
た
。

そ
の
間
、

了
俊
に
随
っ
て
渡
海
し
た
芸
備
国
人
領
主

た
ち
の
内
の
あ
る
者
は
討
死
を
遂
げ
い
ま
た
留
守
中
に
本
領
を
侵
略

さ
れ
る
者
も
相
次
い
だ
。

長
期
に
わ
た
る
在
陣
は
、

彼
ら
の
上
に
さ

ま
ざ
ま
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
こ
う
し
た

了
俊
の
九
州
下
向
に
よ
っ
て
生
じ
た
波
紋
を
芸
備
地
域
に
視
点
を
据

え
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
初
め
に
、

九
州
に
出
陣
し
た
こ
と
の
確
か
め
ら
れ
る
芸
備
国

人
領
主
を
列
挙
し
、

そ
の
戦
跡
を
た
ど
っ
て
み
よ
う

（
表
１
参
照
）。

〔
安
士〓
〕

吉
川
氏
　
大
朝
新
荘
地
頭
吉
川
経
見
は
、

応
安
四
年
十
二
月
十
九

日
の
問
司
関
渡
海
よ
り
了
俊
に
供
奉
し
、

翌
五
年
二
月
に
行
わ
れ
た

筑
前
麻
生
山
の
多
良
倉

・
鷹
見
獄
両
城
合
戦
を
皮
切
り
に
、

小
倉

・

宗
像
か
ら
佐
野
山

ヽ
と
大
学
府
攻
囲
の
陣
に
加
わ
っ
た
。

ふ
た
た
び

永
和
二
年

（
一
三
七
六
）
九
月
二
十
七
日
に
渡
海
し
た
経
見
は
、

頼

泰
の
磨
下
に
属
し
て
筑
前
盛
山
か
ら
姶
打
に
お
い
て
戦
功
を
挙
げ
、

筑
後
川
を
渡

っ
て
高
良
山
に
到
り
、
さ
ら
に
肥
後
山
鹿
に
陣
し
法
理

ま
た
、

庶
子
の
経
中

・
経
重

・
経
房

（
代
官
弥
重
弘
清
）

・
千
鶴
丸

（
同
須
藤
景
平
）

。
虎
熊
丸

（
同
市
原
経
顕
）
ら
は
、

永
和
三
年
八

月
二
十
五
日
に
肥
後
板
井
原
に
参
陣
し
て
か
ら
目
野
の
陣
に
移
り
、

藤
崎
城
の
救
援
に
向
か
う
大
内
義
弘
に
供
奉
し
た
。

熊
谷
氏
　
一二
節
で
み
た
よ
う
に
、

九
州
下
向
の
途
次
、

尾
道
に
滞

留
中
の
了
俊
は
熊
谷
直
氏
を
燿
下
に
誘
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
結
果

的
に
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
ら
し
い
。

熊
谷
氏
の
一
族
で
九
州
に

出
陣
し
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
の
は
宗
直
で
あ
る
。

宗
直
は
了
俊

と
と
も
に
渡
海
し
て
以
後
、

応
安
六
年
頃
ま
で
そ
の
幕
下
に
あ
っ
て

転
戦
し
て
い
る
。
さ
ら
に
永
和
四
年
二
月
に
は
宗
直
の
代
官
熊
谷
直

忍
が
肥
後
目
野
に
参
陣
、

同
年
五
月
よ
り
翌
年
二
月
ま
で
筑
前
岩
門

城
の
警
国
に
あ
た
っ
た
の
ち
、

ふ
た
た
び
目
野
に
も
ど
り
、

頼
泰
の

馬
廻
り
と
し
て
忠
勤
を
励
ん
だ
。

毛
利
氏
　
士ム
備
国
人
領
主
の
中
で
、

い
ち
早
く
了
俊
の
誘
い
に
応

じ
、
し
か
も
長
期
に
わ
た
っ
て
九
州
在
陣
を
遂
げ
た
代
表
格
が
毛
利

元
春
で
あ
る
。

彼
の
し
た
た
め
た
軍
忠
状
を
も
と
に
、

そ
の
戦
跡
を

た
ど
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

応
安
四
年
十
二
月
十
九
日
、

了
俊
に
随

っ
て
渡
海
し
た
元
春
は
、

翌
五
年
二
丹
の
筑
前
麻
生
山
の
鷹
見
城
合
戦
に
お
い
て
、

少
弐
冬
資

の
軍
勢
が
敵
方
の
切
り
崩
し
に
あ
ヶ
な
か
を
奮
戦
し
、

つ
い
で
小
倉

・
宗
像

。
皆
内

・
高
官
の
陣
に
加
わ
っ
た
。

四
月
か
ら
八
月
ま
で
は

大
学
府
北
方
の
佐
野
山
に
陣
を
進
め
た
了
俊
の
も
と
で
合
戦
に
臨

み
、

大
学
府
陥
落
後
に
は
大
内
弘
世
の
帰
国
に
よ
り
味
方
に
動
揺
が

広
が
る
の
を
見
て
、肥

前
城
山
に
陣
を
移
す
こ
と
を
了
俊
に
進
言
し
、

筑
後
高
良
山
に
拠
る
懐
良
親
王
ら
と
対
時
し
た
。

そ
の
後
し
ば
ら
く
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表 1 芸 備国人領主の九州転戦年表

年 ・月 。日 項事

応安 4(1371)・ 12・19

応安 5(1372)。 2・ 10

〃     ・ 4～ 8

″      ・ 8 ・12

応安 6(1373)

〃

〃

〃

応安 7(1374)

〃

〃

〃

〃

3 ・

4 ・ 8

7 ,

1 0～関1 0

1・

4・

7・

8～ 9

1 1 - 1 2

応安 8(1375)・ 3,

〃    ・ 8・ 29

〃      ・ 9-10

永和 2( 1 3 7 6 )・ 4・

〃    ・ 9～

永和 3(1377),8・ 12

〃   ・ 8～

永和 4(1378)。 2～

〃    ・ 3 ～

九州渡海、門司・赤坂に陣す 〔毛利 ・熊谷・吉川・長井 ・山

内〕。

筑前麻生山の多良倉・鷹見嶽を陥落させ、ついで小倉・宗像
・皆内・高宮に陣す 〔毛利 ・吉川・長井 ・山内〕。

筑前佐野山に陣す 〔毛利 ・長井,山内〕。

大学府を陥落させ、ついで陣を肥前城山に移チ 〔毛利 ・長井
・山内〕。

(大内弘世・義弘父子帰国)

肥前宮浦・由比 ・雲上に陣す 〔毛利,長井〕。

今川氏兼 く了俊弟〉とともに肥前所限に陣す 〔毛利 ・長井〕。

肥前本折城に兵検米を運び入る 〔毛利〕。

肥前城山の陣および筑前神山城の警固にあたる 〔山内〕。
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は
筑
後
川
を
挟
ん
で
両
軍
の
攻
防
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

元
春
は
応
安

六
年
七
月
、

敵
方
に
包
囲
さ
れ
没
落
寸
前
と
な
っ
て
い
た
本
折
城
の

救
援
に
向
か
い
、

危
難
を
か
い
く
ぐ
っ
て
城
内
に
兵
根
米
を
運
び
入

れ
る
こ
と
に
成
功
し
て
お
り
、

翌
七
年
に
は
筑
後
川
を
渡

っ
て
攻
め

て
き
た
南
軍
を
福
童

・
八
町
島
の
陣
で
迎
え
撃
っ
て
い
る
。

応
安
八

年
に
な
る
と
、

菊
池
氏
の
撤
退
に
と
も
な
い
抗
争
の
舞
台
は
肥
後
国

へ
と
移
っ
て
い
く
。

了
俊
は
山
鹿

・
龍
作
山

・
水
島
と
陣
を
進
め
、

菊
池
氏
を
あ
と

一
歩
の
と
こ
ろ
ま
で
追
い
詰
め
た
が
、

水
島
の
会
戦

を
前
に
功
を
焦
っ
て
少
弐
冬
資
を
誘
殺
し
た
こ
と
か
ら
味
方
の
離
反

を
招
き
、
ま
た
菊
池
氏
の
反
撃
に
あ
っ
て
九
月
八
日
に
水
島
を
退
陣

す
る
羽
目
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た

一
連
の
合
戦
に
お
い
て
も
、

元
春

は
つ
ね
に
了
俊
と
行
動
を
共
に
し
て
い
る
。

概
し
て
了
俊

へ
の
随
遂
に
は
消
極
的
な
姿
勢
を
と
る
芸
備
国
人
領

主
の
多
い
中
で
、元

春
の
よ
う
な
存
在
は
む
し
ろ
稀
な
例
で
あ
っ
た
。

軍
忠
状
の
最
後
に
記
さ
れ
た

「
安
藝
備
後
両
國
軍
勢
等
、

或
有
不
参

之
輩
、

或
令
遅
参
、

結
句
有
帰
国
仕
之
輩
、

或
申
暇
令
帰
国
、

重
下

向
之
仁
等
難
其
類
多
、

御
渡
海
之
最
前
応
安
四
年
十
二
月
十
九
日
間

司
御
陣
自
御
共
以
来
、

子
今
六
ケ
年
、

難
為

一
ケ
度
、

不
帰
国
仕
、

所
々
御
陣
致
忠
事
、

於
両
囲
之
仁
等
中
者
、

限
元
春

一
人
之
間
、

殊

為
忠
節
者
也
」
と
い
う
言
葉
は
、

そ
う
し
た
彼
の
面
目
を
よ
く
伝
え

て
い
る
。

厳
島
神
主
　
造
果
保
を
め
ぐ
る
小
早
川
宗
平
と
厳
島
了
親
の
相
論

に
裁
許
を
加
え
た
応
安
六
年

（
一
三
七
三
）
七
月
十
九
日
の
室
町
幕

府
下
知
状
写
に
よ
れ
ば
、

宗
平
の
知
行
を
安
堵
し
た
あ
と
に

「
次
了

親
罪
科
事
、

難
可
被
収
公
所
帯
、

可
発
向
九
州
之
旨
、
申
賜
御
教
書

之
上
者
、

宜
被
免
除
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

了
親
の
下
向
が
推
定
さ

れ
る
。

〔
備
後
〕

長
井
氏
　
長
和
荘
北
方

・
信
敷
荘
西
方
地
頭
職
を
有
し
て
い
た
長

井
貞
広
の
軍
忠
状
に
は
、

応
安
四
年
十
二
月
の
渡
海
か
ら
同
八
年
の

肥
後
入
り
に
至
る
ま
で
の
足
掛
け
五
方
年
に
及
ぶ
戦
跡
が
記
さ
れ
て

い
る
。

そ
れ
を
見
る
と
、

前
述
し
た
毛
利
元
春
の
場
合
と
た
い
へ
ん

似
通
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

鎌
倉
時
代
の
備
後
守
護
家
で
あ
る

長
井
氏
は
、

毛
利
氏
と
は
大
江
広
元
を
祖
と
す
る
同
族
で
あ
り
、

且

ま
た
こ
の
と
き
縁
威
関
係
に
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

九
州
転
戦
中
ず

っ
と
同

一
行
動
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

二
人
の
運
命
は
応
安
八
年
の
水
島
退
陣
の
時
期
を
境
に

し
て
対
照
を
描
い
て
い
く
。

す
な
わ
ち
、

元
春
が
了
俊
と
と
も
に
筑

後
の
瀬
高

”
蒲
池

・
酒
見
を
経
て
肥
前
に
遁
れ
、

そ
の
後
に
無
事
帰

国
を
果
た
し
た
の
に
対
し
、

南
軍
の
鎮
定
に
向
か
っ
た
貞
広
は
、

八

月
二
十
九
日
に
筑
後
山
崎
の
地
に
お
い
て
討
死
を
遂
げ
る
こ
と
に
な

る
。

九
州
出
陣
に
先
立
つ
応
安
四
年
十
月

一
日
、

そ
れ
ま
で
実
子
に

恵
ま
れ
な
か
っ
た
貞
広
は
、

不
測
の
事
態
に
備
え
て
元
春
の
五
男
毛

利
広
世
と
父
子
契
約
を
結
び
後
事
を
託
し
て
い
た
が
、

そ
の
紀
憂
が

皮
肉
な
こ
と
に
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

田
総
氏
　
長
井
氏
の

一
族
で
田
総
荘
を
本
拠
と
し
た
田
総
能
里
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は
、

鎮
西
発
向
の
御
教
書
に
応
じ
在
陣
九
カ
年
に
及
ん
だ
と
い
う
。

山
内
氏
　
地
吐
荘
地
頭
山
内
通
忠
の
戦
跡
は
、

応
安
八
年

（
一
三

七
五
）
正
月
の
軍
忠
状
に
詳
し
い
。

そ
れ
に
よ
る
と
、

応
安
四
年
十

二
月
の
渡
海
以
後
、翌

五
年
二
月
の
筑
前
麻
生
山
合
戦
に
始
ま
っ
て
、

小
倉

・
宗
像

・
管
内

・
高
宮

・
佐
野

・
高
取
山
と
陣
を
進
め
、

八
月

十
日
の
天
山

（
天
拝
山
）、
十

一
日
の
内
山

（
有
智
山
城
）
攻
略
と

い
っ
た
大
学
府
包
囲
戦
に
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
応
安
六
年
に
は
肥

前
城
山
の
陣
や
筑
前
神
山
城
な
ど
の
警
回
に
あ
た
り
、
同
七
年
は
筑

後
川
を
挟
ん
で
の
攻
防
に
明
け
暮
れ
て
い
る
。

以
上
、

芸
備
国
人
領
主
た
ち
の
戦
跡
を

一
通
り
見
て
き
た
わ
け
で

あ
る
が
、

彼
ら
の
在
陣
が
長
引
け
ば
、
当
然
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
が
生
じ
て
く
る
。

長
井
貞
広
の
討
死
に
と
も
な
う
備
後
の
名
流

の
断
絶
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、

無
事
帰
国
し
た
者
に
つ
い
て
も
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
留
守
中
に
本
領
を
侵
略
さ
れ
る
な
ど
、

影
響
は
広

い
範
囲
に
及
ん
だ
。

た
と
え
ば
毛
利
氏
の
例
で
み
る
と
、

元
春
と
の
間
で
多
年
に
わ
た

り
骨
肉
の
争
い
を
繰
り
広
げ
て
き
た
父
の
親
衡
が
、

大
宰
府
陥
落
後

に
帰
国
し
反
幕
府
の
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
大
内
弘
世
と
同
心

し
て
元
春
の
本
領
吉
田
郷
に
打
ち
入
り
、

親
衡
の
死
後
は
、

そ
の
遺

志
を
継
い
だ
匡
時

・
直
元
が
兄
元
春
に
反
攻
を
企
て
、

大
内
勢
と
結

託
し
て
元
春
の
留
守
を
預
か
る
子
息
広
房

・
広
内
ら
を
窮
地
に
追
い

詰
め
て
い
る
。一
山
内
氏
の
場
合
も
、

か
ね
て
よ
り
地
吐
注

へ
の
進
出

の
機
を
う
か
が
っ
て
い
た
三
吉
道
秀
が
、

通
忠
の
九
州
在
陣
の
隙
を

つ
い
て
乱
入
し
て
お
り
、
日
総
能
里
は
九
カ
年
に
及
ぶ
在
陣
中
に
本

領
の
長
和
荘
東
方

・
石
成
荘
下
村
を
宮
次
郎
左
衛
門
尉
の
違
乱
に
あ

（
４７
）

っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、毛

利
元
春
が
軍
忠
状
の
中
で
述
べ
る
よ
う
な
、

不
参

（
代
官
派
遣
を
含
む
）、
遅
参
、

帰
国
と
い
っ
た
芸
備
国
人
領

主
た
ち
の
出
陣
忌
避
の
態
度
は
、

彼
ら
の
置
か
れ
た
立
場
か
ら
す
れ

ば
確
か
に
故
な
し
と
し
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

武
田

・
小
早
川

・
宮

，
三
吉
ら
、

守
護

，
奉
公
衆
系
の
有
力
領
主
の
多
く
が
不
参
加
を
決

め
込
む
な
か
で
、
あ
え
て
戦
陣
に
身
を
賭
し
て
い
っ
た
の
は
、

そ
れ

な
り
の
思
惑
と
覚
悟
に
支
え
ら
れ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。

や
が
て
彼

ら
は
帰
還
す
る
と
、

領
主
制
の
内
部
強
化
に
乗
り
出
し
、
さ
ら
に
国

人
領
主
相
互
の
連
携
を
軸
と
す
る
新
た
な
政
治
的
な
枠
組
み
を
摸
索

し
始
め
る
。

そ
の
意
味
で
、

南
北
朝
内
乱
後
期
の
芸
備
両
国
の
動
向

は
、

九
州
探
題
今
川
了
俊
の
下
向
を
め
ぐ
つ
て
展
開
し
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

註
（
１
）

（応
安
三
年
）
六
月
二
十
六
日
、

赤
松
則
祐
書
状

（「
入
江
文
書
」
、

「
南
北
朝
遺
文
　
九
州
編
」
〈
以
下
、

「
南
追
九
州
』
と
略
す
〉
四
八

二
三
号
）。

（
２
）

今
川
了
俊
書
状

（「
岡
本
文
書
」
、

「
南
遺
九
州
」
四
八
二
四
号
）。

今
川
了
俊
書
状

（「
田
原
文
書
」
、

『
南
遺
九
州
」
四
八
二
五
号
）。

（
３
）

今
川
了
俊
書
状

（「
佐
田
文
書
」
、

『南
遺
九
州
』
四
八
四
二
号
）。

（
４
）

応
安
三
年
十
二
月
二
十
六
日
、

室
町
幕
府
御
教
書

翁
佐
田
文
書
」
、
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キ
南
遺
九
州
』
四
八
五
〇
号
）。
応
安
三
年
十
二
月
二
十
六
日
、

室

町
幕
府
御
教
書
写

翁
碩
田
叢
史
所
収
富
来
文
書
」
、

「
南
遺
九
州
』

四
八
五

一
号
）。

（
５
）

（
応
安
四
年
）
正
月
二
日
、

今
川
了
俊
書
状
写

翁
阿
蘇
文
書
」
、

『
南

遺
九
州
』
四
八
五
四
号
）。
（
応
安
四
年
）
正
月
十

一
日
、

今
川
了
俊

書
状

（「
都
甲
文
書
」
、

「
南
遣
九
州
』
四
八
五
五
号
）。
応
安
四
年
正

月
十

一
日
、

今
川
了
俊
書
状
写

（
「
真
玉
氏
系
譜
所
収
文
書
」
、

『
南

遺
九
州
』
四
八
五
六
号
）。

（
６
）

「
武
庫
」
地
名
の
由
来
と
さ
れ
る
埋
兵
伝
説
は
、

た
と
え
ば

「
逸

文
摂
津
国
風
上
記
』
に

「
皇
后
到
摂
津
国
海
浜
北
岸
広
田
郷
、

今
号

広
田
明
神
是
也
、

故
号
其
海
辺
、
日
御
前
換
、

又
埋
其
兵
器
処
、
国

武
庫
姑
駆
」
と
見
え
る
。
ま
た
、

「
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
摂
政
元
年

二
月
の
記
事
に
よ
れ
ば
、

皇
后
が
忍
熊
王
を
討

つ
た
め
穴
門
豊
浦
宮

よ
り
海
路
攻
め
上
ろ
う
と
し
た
際
、

難
波
の
近
く
ま
で
来
て
船
が
進

ま
な
く
な
り
、

い
っ
た
ん
武
庫
の
水
門
に
引
き
返
し
神
を
祭
る
と
、

ふ
た
た
び
船
の
進
む
こ
と
を
得
た
と
い
う
。

（
７
）

「
武
庫
の
浦
の
入
江
の
渚
鳥
羽
ぐ
く
も
る
君
を
離
れ
て
恋
に
死
ぬ

べ
し
」
各
万
葉
集
』
巻
十
五
―
二
五
七
八
）。

（
８
）

『
伊
勢
物
語
』
八
十
七
段
。

（
９
）

生
回
川
伝
説
に
つ
い
て
は
、

高
橋
虫
麿
の
長
歌

「
苑
原
処
女
の
墓

を
見
る
歌
」
各
万
葉
集
』
巻
九
十

一
八
〇
九
）
や

『
大
和
物
語
』
百

四
十
七
段
に
見
え
る
。

（
１０
）

「
印
南
野
の
浅
茅
お
し
な
べ
宿
る
夜
の
日
長
く
あ
れ
ば
家
し
偲
は

ゆ
」
（
巻
六
―
九
四
〇
）、
「
家
に
し
て
吾
は
恋
ひ
な
む
印
南
野
の
浅

茅
が
上
に
照
，
し
月
夜
を
」
（
巻…
七
十

一
一
七
九
）。

（
ｍ
）

佐
藤
進

一
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
下
巻

「
備
後
」
の
項
。

（
‐２
）

嘉
禎
四
年
十

一
月
十

一
日
、　

一
条
入
道
太
政
大
臣
盤
豚
家
政
所
下
文

案
写

（「
小
早
川
家
護
文
」
四
号
）。

（
‐３
）

『
平
家
物
語
』
巻
九

（
六
ケ
度
軍
）
に

「
能
登
守
讃
岐
の
八
鳴

ヘ

渡
り
給
ふ
と
聞
え
し
か
ば
、

河
野
四
郎
通
信
、

安
芸
国
住
人
沼
田
次

郎
は
母
方
の
伯
父
な
り
け
れ
ば
、

ひ
と
つ
に
な
ら
ん
と
て
、

安
芸
国

へ
を
し
わ
た
る
、

能
登
守
是
を
き
ヽ
、

や
が
て
讃
岐
八
鳴
を
い
で
て

お
は
れ
け
る
が
、

す
で
に
備
後
国
蓑
鳴
に
か
ゝ
ツ
て
、

次
日
、

沼
田

城

へ
よ
せ
給
ふ
、
沼
田
次
郎
、

河
野
四
郎
ひ
と
つ
に
な
ツ
て
ふ
せ
き

た
ゝ
か
ふ
、

能
登
殿
や
が
て
押
寄
責
給

へ
ば
、　

一
日

一
夜
ふ
せ
き
た

ゝ
か
ひ
、

沼
田
次
郎
か
な
は
じ
と
や
思
ひ
け
ん
、
甲
を
ぬ
い
で
降
人

に
ま
い
る
」
と
あ
る
。

（
‐４
）

川
添
昭
二

『
今
川
了
俊
』
八
九
頁
。

（
‐５
）

応
安
八
年
二
月
日
、
日
原
氏
能
軍
忠
状

（
「
入
江
文
書
」
、

「
南
遺

九
州
』
五

一
七

一
号
）。

（
‐６
）

（
応
安
四
年
）
四
月
十
六
日
、

今
川
了
俊
書
状

（
『
熊
谷
家
文
書
』

二
二
二
号
）。

（
‐７
）

応
安
七
年
八
月
二
日
、

将
軍
家
御
教
書
案

（
『
山
内
首
藤
家
文
書
』

五
八
号
）。
永
和
二
年
二
月
日
、

山
内
通
忠
代
頼
賢
支
状

（
同
上
六

二
号
）。

（
‐８
）

応
安
六
年
二
月
五
日
、

今
川
了
俊
預
ケ
状

（
『
熊
谷
家
文
書
』
九

二
号
）。

（
‐９
）

『
山
内
首
藤
家
文
書
』
六
二
号
。

（
２０
）

こ
れ
に
合
わ
せ
て
備
後
国
に
馳
参
し
た
都
甲
三
郎
四
郎
充
て
の
了

俊
感
状

（
「
都
甲
文
書
」
、

「
南
遺
九
州
』
四
八
七
四
号
）
も
残

っ
て
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い
る
。

（
２‐
）

（応
安
四
年
）
八
月
三
日
、
今
川
義
範
書
状
写

（「
阿
蘇
家
文
書
」
、

『
南
遺
九
州
』
四
八
八
八
号
）。
ま
た
、

十

一
月
十
九
日
の
松
浦
入

り
の
前
か
ら
頼
泰
と
行
動
を
共
に
し
て
き
た
橘
公
与
が
、

七
月
九
日

に
安
芸
国
に
馳
参
し
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
翁
橘
中
村
文
書
」
、

「南

遺
九
州
』
四
九
四
九
号
）、
頼
泰
の
赤
間
関
下
着
も
だ
い
た
い
こ
の

頃
で
あ
ろ
う
。

（
２２
）

（応
安
四
年
）
六
月
二
十
五
日
、
今
川
了
俊
書
状
写

（「
阿
蘇
家
文

書
」
、

「
南
遺
九
州
』
四
八
七
五
号
）。

（
２３
）

応
安
四
年
七
月
二
十
二
日
、

今
川
了
俊
感
状

翁
斑
島
文
書
」
、

『南

遺
九
州
』
四
八
八
三
号
）。
（応
安
四
年
）
八
月
九
日
、

今
川
了
俊
書

状

（「
佐
田
文
書
」
、

「南
遺
九
州
』
四
八
八
九
号
）。

（
２４
）

（応
安
四
年
）
八
月
十
八
日
、
今
川
了
俊
書
状
写

（「
立
花
文
書
」
、

「
南
遺
九
州
』
四
八
三

一
号
）。
な
お
、
佐
藤
前
掲
書

「
筑
後
」
の

項
参
照
。

（
２５
）

建
武
三
年
五
月

一
日
、

足
利
尊
氏
寄
進
状

（「
厳
島
神
社
御
判
物

帖
」
五
四
号
）。

（
２６
）

文
和
三
年
十
二
月
二
十
九
日
、
足
利
義
詮
御
判
御
教
書
写

（「
小

早
川
家
護
文
」
四
八
八
号
）。

（
２７
）
「
小
早
川
家
護
文
」
四
九
一
～
四
九
六
号
。

（
２８
）

応
安
六
年
七
月
十
九
日
、

幕
府
裁
許
下
知
状
写

（「
小
早
川
家
護

文
」
四
九
七
号
ヽ

註

（
２８
）
と
同
じ
。

松
岡
久
人

一
大
内
義
弘
』
七
九
～
八
〇
頁
。
ま
た
、

『
応
永
記
』

に
は

「
物
今
川
伊
予
入
道
ヲ
為
探
題
難
被
差
遺
、

其
勢
僅

二
三
百
余

騎
、

微
カ

ニ
シ
テ
不
能
令
渡
海
九
州
、
然
間
致
合
力
可
発
向
九
州
之

由
蒙
上
命
、

某
十
六
二
シ
テ
率
四
千
余
騎
、

探
題
相
共

二
渡
海
九
州
」

と

あ

る
。

（
３‐
）

安
芸
の
毛
利
元
春

翁
毛
利
家
文
書
』
〓
二
号
）
・
熊
谷
宗
直

会
熊

谷
家
文
書
』
九
四
号
）

・
吉
川
経
見

（
冨
口
川
家
文
書
』
三
三
号
）、

備
後
の
長
井
貞
広

各
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
八
ノ
ニ
）
・
山
内
通
忠

各
山

内
首
藤
家
文
書
』
五
四
号
）、
石
見
の
周
布
兼
氏

（一
萩
藩
閥
関
録
』

巻

一
二
一
ノ

一
）
ら
が
、
こ
の
と
き

一
緒
に
渡
海
し
て
い
る
。

（
３２
）

応
安
五
年
六
月
日
、

吉
川
経
見
軍
忠
状

（
ニ
ロ
川
家
文
書
』
三
三

号
）。

（
３３
）

永
和
三
年
正
月
日
、

吉
川
経
見
軍
忠
状

（
『
吉
川
家
文
書
』
三
四

号
）。
永
和
三
年
二
月
日
、

吉
川
経
見
軍
忠
状

（
同
上
二
五
七
号
）。

（
３４
）

永
和
四
年
八
月
日
、

大
朝
荘

一
分
地
頭
虎
熊
丸
代
市
原
経
顕
軍
忠

状

（
『
吉
川
家
文
書
』

一
〇
五
六
号
）。
永
和
四
年
二
月
日
、

大
朝
荘

庶
子
千
鶴
丸
代
須
藤
景
平
軍
忠
状

（
同
上

一
一
〇
三
号
）。
永
和
四

年
三
月
日
、

但
馬
経
中
軍
忠
状

（
同
上

一
一
〇
四
号
）。
永
和
四
年

三
月
日
、

吉
川
経
重
軍
忠
状

（
同
上

一
一
〇
五
号
）。
永
和
四
年
十

月
十
三
日
、

吉
川
経
重
軍
忠
状

（
同
上

一
一
〇
六
号
）。
永
和
四
年

八
月
日
、

大
朝
荘

一
分
地
頭
甲
斐
守
経
房
軍
忠
状

（
同
上

一
一
〇
八

号
）。

（
３５
）

応
安
六
年
九
月
四
日
、

今
川
了
俊
感
状

（
『
熊
谷
家
文
書
』
九
四

号
）。

（
３６
）

永
和
五
年
四
月
日
、

熊
谷
宗
直
代
同
直
忍
軍
忠
状

（
『
熊
谷
家
文

書
』
九
六
号
）。
康
暦
元
年
九
月
日
、

熊
谷
宗
直
代
同
直
忍
軍
忠
状

（
同
上
九
七
号
）。
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（
３７
）

応
安
七
年
七
月
日

・
永
和
二
年
二
月
日
、

毛
利
元
春
軍
忠
状
案

翁
毛
利
家
文
書
」

一
三
号
）。

（
３８
）

註

（
２８
）
と
同
じ
。

（
３９
）

応
安
八
年
八
月
日
、

長
井
貞
広
軍
忠
状

（
「
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
八

ノ
一
こ
。

（
４０
）

註

（
３７
）
と
同
じ
。

（
４‐
）

永
和
二
年
六
月
日
、

長
井
広
世
軍
忠
状

（
『
毛
利
家
文
書
』

一
三

八
五
号
）。

（
４２
）

（
応
安
四
年
）
十
月

一
日
、

長
井
貞
広
書
状

（
『
毛
利
家
文
書
』

一

三
八
二
号
）。

（
４３
）

康
暦
三
年
二
月
日
、
回
総
能
里
申
状
案

（「
田
総
文
書
し
。

（
４４
）

応
安
八
年
正
月
日
、

山
内
通
忠
軍
忠
状

（
『
山
内
首
藤
家
文
書
』

五
九

，
六
〇
号
）。

（
４５
）

毛
利
元
春
自
筆
事
書
案

（「
毛
利
家
文
書
』

一
五
号
）。

（
４６
）

註

（
１７
）
と
同
じ
。

（
４７
）

永
和
三
年
二
月
十
日
‐、
今
川
了
俊
道
行
状

（
「
早
稲
田
大
学
附
属

図
書
館
所
蔵
文
書
と
。
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